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独立行政法人環境再生保全機構 平成 23 年度事業報告書 

 

１．国民の皆様へ 

独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）は、公害健康被害補償予防協会の業務全

部と環境事業団の業務の一部を引き継ぎ、平成 16年 4 月に設立されました。 

機構では、法律で定められた環境の再生と保全のための各種業務を適切かつ着実に推進するとと

もに、独立行政法人に求められる自主的、自律的な組織運営と業務運営を行い、また、環境分野の

政策実施機関としての役割と基本姿勢を明らかにするため、経営理念、経営方針及び職員の行動指

針を策定し、国民の皆様に質の高いサービスを提供できるよう努めてまいりました。 

平成 23 年度は、第二期中期目標期間（平成 21 年度～平成 25 年度）の 3年度目として、引き続き

経費の削減や競争契約の推進など業務運営の効率化に努めてまいりました。また、主務大臣が定め

た中期目標を達成するため、平成 23 年度計画に基づき、公害により健康被害を受けられた方がたへ

の補償等の財源となります汚染負荷量賦課金の適正公平な徴収と都道府県等への納付、公害健康被

害予防事業の地域住民の健康回復に直接つながる事業への重点化、また地球環境基金業務において

は、助成の固定化の回避、重点化、さらに石綿による健康被害者への救済業務など機構に課せられ

た業務を着実に実施してまいりました。 

今後とも、機構に与えられた業務をより一層効率的かつ効果的な運営に努め、さまざまな環境問

題に対応する環境政策の実施機関として国民の皆様の信頼を得られる機構を目指してまいりますの

で、一層のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 

２．基本情報 

（１）法人の概要 

 

① 法人の目的 

当機構は、公害に係る健康被害の補償及び予防、民間団体が行う環境の保全に関する活動の

支援、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の円滑な実施の支援、維持管理積立金の管理、石綿に

よる健康被害の救済等の業務を行うことにより良好な環境の創出その他の環境の保全を図り、

もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢

献することを目的としています。（独立行政法人環境再生保全機構法（以下「法」という。）第

3条） 

 

② 業務内容 

    当機構は、法第 3条の目的を達成するため以下の業務を行います。 

ア 大気汚染や水質汚濁の影響による健康被害の補償業務（法第 10 条第１項第１号） 

イ 大気汚染による健康被害を予防するために必要な事業に係る業務（法第 10 条第１項第２

号） 

ウ 日本国内及び開発途上地域の環境保全に取り組む民間団体への助成業務並びに民間環境

保全活動の振興に必要な調査研究等に関する業務（法第 10 条第１項第３号及び第４号） 

エ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理費用の助成等の業務（法第 10 条第１項第５号） 
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オ 廃棄物の最終処分場の維持管理に係る費用の管理業務（法第 10 条第１項第６号） 

カ 石綿による健康被害の救済に関する業務(法第 10 条第 1項第７号) 

キ 良好な環境の創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並

びに研修（法第 10 条第２項） 

ク 設置され、及び譲渡された施設等の割賦金債権又は貸付債権の管理及び回収（法附則第

７条第１項第 2号及び第 3号） 

 

③ 沿革 

  平成 16 年 4 月 独立行政法人として設立 

なお、当機構の前身となる法人の沿革は次のとおりです。 

ア 公害健康被害補償予防協会 

昭和 49 年 6月  公害健康被害補償協会設立 

昭和 63 年 3月  公害健康被害補償予防協会に名称を変更 

機構には、全ての業務が承継されました。 

イ 環境事業団 

昭和 40 年 10 月 公害防止事業団設立 

平成４年 10 月  環境事業団に名称を変更 

機構には、1)地球環境基金事業、2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成事業、3)最終処

分場維持管理積立金管理業務、4)建設譲渡事業及び 5)債権管理・回収業務が承継されま

した。 

 

④ 設立根拠法 

独立行政法人環境再生保全機構法（平成 15 年法律第 43 号） 

 

  ⑤ 主務大臣（主務省所管課） 

環境大臣（環境省総合環境政策局総務課・環境経済課・環境保健部企画課、大臣官房廃棄物リ

サイクル対策部産業廃棄物課） 

農林水産大臣（大臣官房環境バイオマス政策課） 

経済産業大臣（経済産業省産業技術環境局環境政策課） 

国土交通大臣（国土交通省総合政策局環境政策課） 
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⑥ 組織図 

 

 

 

 

 

 

  組　織

　（平成24年3月31日現在）
［7部　1室　17課　1事務所］

役員6人（うち非常勤1名）
職員144人

借入、交付金、資金計画等

申告書等の審査等、石綿健康被
害救済業務の申請受付等

債権処理等

内部監査、外部機関の検査又は
監査等

拠出金徴収及び収納、基金の管
理等

情報収集、広報及び宣伝
認定・給付システムの管理等

申請等の受付、審査、認定

予防事業に係る調査研究、自治
体助成金の交付等

予防基金の管理、情報提供

救済給付等の支給等

収支管理、原価管理、債権管
理・回収等、契約上の瑕疵担保

予算・決算の総括等

現金・預金の出納保管等
基金の運用

賦課金の申告・納付指導、
賦課金の徴収決定等

申告書等の審査、納付金の納付
等

地球環境基金の管理・募金、ＰＣＢ
基金、維持管理積立金の管理

地球環境基金助成金の交付

経 理 課

会 計 課

業 務 課

調 査 管 理 課

管 理 課

事 業 課

経 理 部

補 償 業 務 部

予 防 事 業 部

理 事

監 事

２人（うち非常勤１人）

１人 ３人

企 画 課

大 阪 支 部

地球環境基金部

基 金 管 理 課

地球環境基金課

事 業 管 理 部

債 権 管 理 課

財 務 資 金 課

債 権 回 収 課

総 務 部

理 事 長

総合企画、総合調整等

石綿健康被害
救 済 部

企 画 調 整 課

情 報 業 務 課

申 請 課

給 付 課

総 務 課 人事、給与、福利厚生等

上 席 審 議 役

監 査 室

特命の業務に係る統括

コンプライアンス推
進 委 員 会

資 金 管 理 委 員 会

情報セキュリティ委
員 会

リ ス ク 管 理
委 員 会
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（２）本部・支部の住所 

本部:神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 

支部:大阪府大阪市北区曾根崎新地一丁目１番 49 号 

 

（３）資本金の状況                             

 （単位：百万円） 

                        

（４）役員の状況 

（平成 24年 3月 31 日現在） 

 

 

みなと　りょうさく
平成20年4月1日 　株式会社損害保険ジャパン代表取締役嘱副社長執行役員

湊　亮策 ～ 　　　　　　　　　　　　  兼嘱関西第一本部長

平成24年3月31日
　株式会社クレディセゾン戦略プロジェクト室室長

たけかわ　あきお
平成22年10月1日 　あいおい損害保険株式会社理事 金融サービス事業部部長

武川　明夫 ～ 　あいおい損害保険株式会社理事 企業営業開発部金融サー

※ 平成24年9月30日
　　　　　　　　　　　　　ビス事業室室長

おおた　すすむ
平成22年4月1日 　独立行政法人環境再生保全機構総務部長

太田　進 ～ 　独立行政法人環境再生保全機構上席審議役

平成24年3月31日 　独立行政法人国立環境研究所理事

いまい　たつぞう
平成22年4月1日 　独立行政法人環境再生保全機構石綿健康被害救済部次長

今井　辰三 ～ 　独立行政法人環境再生保全機構予防事業部長

※ 平成24年3月31日

のぐち　たかお
平成22年4月1日 　経済団体連合会事務局事務総長付部長

監　事 野口　貴雄 ～ 　日本経済団体連合会事務局事務総長付部長

平成24年3月31日

ぬまの　のぶお
平成22年4月1日

監　事 沼野　伸生 ～   株式会社沼野Associates代表取締役

（非常勤） ※ 平成24年3月31日

※は公募による

理　事

理　事

理事長

任期

理　事

前　　　　歴役職名 氏　　　名

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 16,045 － － 16,045

資本金合計 16,045 － － 16,045
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（５）常勤職員の状況 

常勤職員は平成 23 年度末において 144 人（前期末比△1）であり、平均年齢は 43.0 歳（前期末

41.5 歳）となっています。このうち、国からの出向者は 12 人です。 

 

３．簡潔に要約された財務諸表（法人全体） 

 

①貸借対照表 

（単位：百万円）

資産の部 金額 負債の部 金額

流動資産 流動負債

　現金及び預金等 152,020 　運営費交付金債務 1,641

　割賦譲渡元金 55,604 　債券・借入金等 19,246

　貸付金 5,663 　その他 2,313

　その他 973 固定負債

固定資産 　石綿健康被害救済基金預り金 63,397

　有形固定資産 165 　ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金預り金 39,024

　投資有価証券等 93,353 　債券・借入金等 33,745

　未収財源措置予定額 67 　預り維持管理積立金 64,878

　破産更生債権等 498 　引当金 699

　その他 373 　資産見返負債 182

法令に基づく引当金等 11,377

負債合計 236,502

純資産の部

資本金（政府出資金） 16,045

資本剰余金 43,595

利益剰余金 12,575

純資産合計 72,214

資産合計 308,716 負債純資産合計 308,716

 

②損益計算書 

（単位：百万円）

金額

経常費用（A) 68,276

　業務費

　　人件費 682

　　その他 64,430

　一般管理費

　　人件費 476

　　その他 1,854

　財務費用 834

経常収益（B) 68,657

　補助金等収益等 15,997

　自己収入等 52,660

臨時損益（C) 1,117

前中期目標期間繰越積立金取崩額（D) 15

当期総利益（B-A+C+D) 1,513  
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③キャッシュ･フロー計算書 

（単位：百万円）

金額

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A） 35,615

　　人件費支出 △1,247

　　補助金等収入 28,434

　　自己収入等 64,429

　　その他支出 △56,001

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B) △22,846

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー（C) △16,067

Ⅳ資金増加額(△資金減少額)（D=A+B+C） △3,298

Ⅴ資金期首残高（E) 24,684

Ⅵ資金期末残高（F=D+E) 21,385  

 

④行政サービス実施コスト計算書 

（単位：百万円）

金額

Ⅰ業務費用 14,164

　　損益計算書上の費用 66,824

　　（控除）自己収入等 △52,660

Ⅱ損益外減価償却相当額 0

Ⅲ引当外賞与見積額 △9

Ⅳ引当外退職給付増加見積額 45

Ⅴ機会費用 158

Ⅵ行政サービス実施コスト 14,359  

 

 

（参考）財務諸表の科目の説明（主なもの） 

①貸借対照表 

現金及び預金等：現金、預金、預託金及び満期保有目的の有価証券等 

割賦譲渡元金：建設譲渡事業の割賦代金の債権残高 

貸付金：融資事業の貸付残高 

その他（流動資産）：預金等に係る未収収益、国庫補助金の未収金等 

有形固定資産：土地、建物及び附属設備、備品で当機構が長期にわたり使用する有形の固定資産 

投資有価証券等：満期保有目的で保有する投資有価証券、預託金 

未収財源措置予定額：独立行政法人の業務運営に要する費用のうち、その発生額を後年度におい

て財源措置することとされている特定の費用が発生したときは、財源措置が予定される金

額を財源措置予定額収益の科目により収益に計上するとともに、未収財源措置予定額の科

目により資産として計上する。 

破産更生債権等：経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権等 

その他（固定資産）：当機構が入居するビルに対する敷金、ソフトウェアなど具体的な形態を持

たない無形固定資産等 

債券・借入金等：事業資金等の調達のため当機構が発行する債券及び借入れた長期借入金 

その他（流動負債）：地方公共団体に対する未払金等 
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石綿健康被害救済基金預り金：石綿健康被害の救済給付に充てるため、独立行政法人環境再生保

全機構法（以下「機構法」という。）第 16 条の 2に基づき、石綿による健康被害の救済に

関する法律第 31 条の規定において充てるものとされた金員 

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金預り金：ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物の処理に要する助成に充てるため、

機構法第 16 条の規定において充てるものとされた金員 

預り維持管理積立金：特定廃棄物最終処分場の埋立終了後に適正な維持管理に必要となる費用と

して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8条の 5に基づき処分場の設置者から予め積

み立てられた金員 

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもので、退職給

付引当金等が該当 

資産見返負債：運営費交付金等を財源として取得した償却資産に係る帳簿価額相当額 

法令に基づく引当金等：公害健康被害者に係る補償給付に充てるため、独立行政法人会計基準第

92 に基づき計上した納付財源引当金 

政府出資金：国からの出資金であり、当機構の財産的基礎を構成 

資本剰余金：機構法第 14 条の規定に定める公害健康被害予防基金に充てるために大気汚染物質

排出施設設置者等から拠出された金員及び機構法第 15 条の規定に定める地球環境基金に

充てるために出えんされた金員等 

利益剰余金：当機構の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 

②損益計算書 

業務費：当機構の業務に要した費用 

その他（業務費）：公害健康被害者に係る補償給付、石綿健康被害者に対する救済給付等の経費 

人件費（業務費、一般管理費）：給与、賞与、法定福利費等 

その他（一般管理費）：当機構が入居するビルに対する賃借料等の経費 

財務費用：利息の支払や、債券の発行に要する経費 

補助金等収益等： 国・地方公共団体等からの補助金等、国からの運営費交付金のうち、当期の

収益として認識したもの 

自己収入等：公害健康被害者に対する補償給付等に充てるため、ばい煙発生施設等設置者から徴

収した収益、基金の運用による利息収入等 

臨時損益：法令に基づく引当金等の戻入等 

 

③キャッシュ･フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：当機構の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、補償

給付等の費用に充てるための収入及び支出、人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ･フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に

係る資金の状態を表し、有価証券の取得・売却等による収入・支出が該当 

財務活動によるキャッシュ･フロー：債券の発行・償還、借入れ・返済による収入・支出及び出

えん金の受入等が該当 
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④行政サービス実施コスト計算書 

業務費用：当機構が実施する行政サービス実施コストのうち、当機構の損益計算書に計上される

費用 

損益外減価償却相当額：償却資産のうち、その原価に対応すべき収益の獲得が予定されないもの

として特定された資産の減価償却相当額（損益計算書には計上していないが、累計額は貸

借対照表に記載されている） 

引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金等により行われることが明らかな場合の賞与引当見

積額（損益計算書には計上していないが、同額を貸借対照表に注記している） 

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金等により行われることが明らかな場合の退

職給付引当金増加見積額（損益計算書には計上していないが、同額を貸借対照表に注記し

ている） 

機会費用：独立行政法人会計基準に基づき、政府出資の純額に対して一定の利率を乗じて計算し

た額 

 

４．財務情報 

（１）財務諸表の概況 

①経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フロー等の主要な財務データの経

年比較・分析 

（経常費用） 

平成 23 年度の経常費用は 68,276 百万円と、前年度比 945 百万円の減（1.36％減）となっている。 

これは、補償給付費納付金が 1,351 百万円減（2.80％減）となったほか、石綿健康被害救済給付

費が 108 百万円増（3.79％増）及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金助成金等が 214 百万円増

（9.74%増）となったことが主な要因である。 

（経常収益） 

平成 23 年度の経常収益は 68,657 百万円と、前年度比 1,907 百万円の減（2.70％減）となってい

る。 

これは、自己収入である賦課金収益が前年度比 1,761 百万円減（4.54％減）となったほか、石綿

健康被害救済基金預り金取崩益が前年度比 108 百万円増（3.79％増）が主な要因である。 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び納付財源引当金戻入による臨時損益 1,117 百万円並びに前中期目標期

間繰越積立金取崩額 15 百万円を計上した結果、平成 23 年度の当期総損益は 1,513 百万円と、前年

度比 83 百万円の減（5.21％減）となっている。 

（資産） 

平成 23 年度末現在の資産合計は 308,716 百万円と、前年度比 1,311 百万円の増（0.43％増）と

なっている。これは、預り維持管理積立金の受入等により現金及び預金等並びに投資有価証券等の

合計が 19,617 百万円増（8.69％増）となった一方、債権の回収により割賦譲渡元金、貸付金等の

残高が 11,311 百万円減（15.52％減）となったことが主な要因である。 

 

 



8 9

 9

（負債） 

平成 23 年度末現在の負債合計は 236,502 百万円と、前年度比 230 百万円の減（0.10％減）とな

っている。これは、長期借入金が 16,096 百万円減（36.51％減）、石綿健康被害救済基金預り金が

6,747 百万円増（11.91％増）、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金預り金が 1,340 百万円増（3.56％増）

及び維持管理積立金として預かったものが 8,207 百万円増（14.48％増）となったことが主な要因

である。 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 23 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 35,615 百万円と、前年度比 453 百万円の増

（1.29％増）となっている。これは、維持管理積立金の受入が前年度に対し 770 百万円増（9.26％

増）であったこと、一方、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金預り金の受入が 3,061 百万円の増（165.63％

増）であったことが主な要因である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 23 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△22,846 百万円と、前年度比 9,595 百万円

増（29.58％増）となっている。これは、運用の預入及び払戻額の差が主な要因である。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 23 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△16,067 百万円と、前年度比 2,771 百万円

の増（14.71％増）となっている。これは、長期借入れによる収入がなくなった一方、債券の償還

及び長期借入金の返済による支出が 4,810 百万円減少したことが主な要因である。 

  

表 主要な財務データの経年比較 

（単位：百万円）

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

経常費用 79,931 82,503 73,225 69,221 68,276

経常収益 81,752 86,963 74,293 70,565 68,657

当期総利益 1,869 5,105 1,687 1,597 1,513

資産 324,372 316,053 306,227 307,404 308,716

負債 253,273 245,776 237,201 236,731 236,502

利益剰余金 5,742 10,847 9,511 11,077 12,575

業務活動によるキャッシュ･フロー 52,767 34,247 33,273 35,162 35,615

投資活動によるキャッシュ･フロー (注)  △22,097 (注)  △7,662 (注)  △12,663 (注)  △32,441 (注)  △22,846

財務活動によるキャッシュ･フロー △26,506 △21,853 △22,235 △18,839 △16,067

資金期末残高 37,694 42,426 40,801 24,684 21,385

（注）平成 19 年度～20 年度、20 年度～21 年度、21 年度～22 年度、22 年度～23 年度に係る増

減額については、運用の預入及び払戻額の差が主な要因である。 

 

②セグメント事業損益の経年比較・分析 

（区分経理によるセグメント情報） 

公害健康被害補償予防業務勘定の事業損益は△1,157 百万円と、前年度比 958 百万円減となっ

ている。これは、自己収入等及び補助金等収益等が、前年度に対して減少したことから、事業損

益が減少したものである。 

石綿健康被害救済業務勘定の事業損益は発生していない。 

基金勘定の事業損益は発生していない。 
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承継勘定の事業損益は 1,538 百万円と、前年度比 5百万円減（0.32％減）となっている。 

 

表 事業損益の経年比較（区分経理によるセグメント情報） 

（単位：百万円）

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

公害健康被害補償予防業務勘定 △3 △317 △597 △199 △1,157

（うち公害健康被害補償業務） (△8) (△356) (△640) (△279) (△1,189)

（うち公害健康被害予防業務） (6) (39) (42) (80) (31)

石綿健康被害救済業務勘定 ― ― ― ― ―

基金勘定 0 675 0 ― ―

（うち地球環境基金業務） (0) (496) (―) (―) (―)

（うちﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金業務） (0) (162) (―) (―) (―)

（うち維持管理積立金業務） (0) (18) (―) (―) (―)

承継勘定 1,824 4,102 1,635 1,543 1,538

合計 1,821 4,460 1,037 1,344 381

 

③セグメント総資産の経年比較・分析 

（区分経理によるセグメント情報） 

公害健康被害補償予防業務勘定の総資産は 58,878 百万円と、前年度比 1,171 百万円の減

（1.95％減）となっている。これは、補償給付等に充てるため、法令に基づく引当金等が前年度

比 1,117 百万円の減（8.94％減）となったことが主な要因である。 

石綿健康被害救済業務勘定の総資産は 64,009 百万円と、前年度比 6,859 百万円の増（12.00％

増）となっている。これは、石綿健康被害救済給付費に充てるための石綿健康被害救済基金とし

て国からの交付金等を受け入れたことが主な要因である。 

基金勘定の総資産は 119,462 百万円と、前年度比 9,904 百万円の増（9.04％増）となっている。

これは、維持管理積立金として預かったものの合計が 8,207 百万円増（14.48％増）となったこ

とが主な要因である。 

承継勘定の総資産は 66,367 百万円と、前年度比 14,281 百万円の減（17,71％減）となってい

る。これは、債権の回収により割賦譲渡元金、貸付金等の残高が 14,176 百万円減（16.48％減）

となったことが主な要因である。 
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表 総資産の経年比較（区分経理によるセグメント情報） 

（単位：百万円）

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

公害健康被害補償予防業務勘定 67,404 61,131 60,095 60,049 58,878

（うち公害健康被害補償業務） (14,709) (14,284) (13,300) (13,007) (11,895)

（うち公害健康被害予防業務） (52,696) (注2) (46,849) (46,795) (47,042) (46,983)

石綿健康被害救済業務勘定 38,757 44,367 49,341 57,150 64,009

基金勘定 77,742 90,165 98,956 109,558 119,462

（うち地球環境基金業務） (14,697) (14,643) (14,286) (14,508) (14,562)

（うちﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金業務） (28,765) (32,307) (35,501) (38,131) (39,649)

（うち維持管理積立金業務） (注1) (34,340) (注1) (43,303) (注1) (49,169) (注1) (56,918) (注1) (65,250)

承継勘定 140,682 120,606 97,834 80,648 66,367

合計 324,372 316,053 306,227 307,404 308,716

（注 1）19 年度～23 年度の増加要因は、維持管理積立金の積立者が大幅に増加したことによる預金及び有    

価値証券の増 

（注 2）20 年度の減少要因は、東京都への助成に充てるため、投資有価証券を売却したことによる 

※なお、合計、公害健康被害補償予防業務勘定及び基金勘定の金額については、相殺処理後の金額と

しているため、個別の金額を積み上げたものと一致しない場合がある。 

 

④目的積立金の申請、取崩内容等 

当機構の剰余金の性質は目的積立金としての定義に当たらないため該当なし。 

 

⑤行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析 

平成 23 年度の行政サービス実施コストは 14,359 百万円と、前年度比 133 百万円の増（0.93％

増）となっている。これは、石綿健康被害救済給付費が 108 百万円増（3.79％増）及びポリ塩化

ビフェニル廃棄物処理基金業務費が 294 百万円増（20.07%増）となったことが主な要因である。 

 

表 行政サービス実施コストの経年比較 

（単位：百万円）

区分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

業務費用 14,943 16,181 18,643 13,981 14,164

　うち損益計算書上の費用 79,949 82,503 73,256 68,397 66,824

　うち自己収入等 △65,006 △66,321 △54,613 △54,416 △52,660

損益外減価償却等相当額 9 4 0 0 0

引当外賞与見積額 2 △5 △7 4 △9

引当外退職給付増加見積額 △38 △5 △34 40 45

機会費用 204 215 224 201 158

行政サービス実施コスト 15,120 16,390 18,826 14,226 14,359  

 

（２）施設等投資の状況 

該当なし。 
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（３）予算・決算の概況 

（単位：百万円）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由

収入

　運営費交付金 2,392 2,392 2,197 2,197 2,114 2,114 1,990 1,990 1,929 1,929

　補助金等 19,391 26,466 25,843 25,811 27,854 27,478 27,399 26,893 24,722 24,513

　債券・借入金 16,100 11,500 13,900 9,298 21,400 10,999 11,400 7,000 7,800 5,000 （注１）

　業務収入 69,276 70,513 62,944 66,729 59,769 60,071 56,041 56,852 52,681 54,570

　その他収入 2,942 2,555 2,860 2,542 1,664 2,340 1,709 2,297 1,629 1,911

支出

　業務経費等 75,974 61,209 79,735 65,624 69,414 59,113 68,150 55,986 65,633 54,884 （注２）

　借入金償還 38,061 38,061 31,213 31,213 33,304 33,304 25,907 25,907 21,096 21,096

　支払利息 3,368 3,070 2,625 2,216 1,953 1,647 1,476 1,188 1,105 819

　一般管理費 860 628 732 602 884 771 849 733 853 736

　人件費 1,316 1,148 1,246 1,030 395 318 (375) (290) (394) (322) （注３）

その他支出 － － － － 5,035 2,147 － － － －

区分

（注１）業務収入の増加により資金調達が不要となったことによる減等 

（注２）公害健康被害補償予防業務における認定患者の減少、石綿健康被害救済業務の被認定者数の見込みに対

する減少及びﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理助成事業費の減等 

（注３）平成 22 年度より一般管理費に含まれる人件費の内数を記載 

 

 

（４）経費削減及び効率化目標との関係 

当機構においては、当中期目標期間終了年度における一般管理費（人件費を除く）を、前中期目標

期間の最終年度（平成 20 年度）比で 15％を上回る削減を行うこととしている。 

なお、運営費交付金を充当する事業費（人件費を除く）及び石綿健康被害救済関係経費に係る業務

経費（人件費、石綿健康被害救済給付金及び特殊要因に基づく経費を除く）においては、当中期目

標期間終了年度において、前中期目標期間の最終年度（平成 20 年度）比で 5％を上回る削減を行う

こととしている。 

具体的には、一般管理費及び事業費について中期計画の削減目標を達成すべく所要の削減を見込ん

だ予算を作成し、その予算の範囲内で効率的な執行を実施することにより削減を図っている。 

一般管理費については、経費の縮減を図るなど、業務の効率化に努めた。 

事業費についても、一般競争入札による調達コストの縮減を図るなど、業務の効率化に努めた。 

（単位：百万円、％）

当中期目標期間

平成22年度 平成23年度

金額 比率 金額 比率

一般管理費 506 100.0 443 87.5 414 81.8

事業費 1,790 100.0 1,305 72.9 1,276 71.3

前中期目標期間終了年度

金額 比率
区分

 

（注１）削減目標は予算ベースで設定しているため、損益計算書上の科目整理とは異なる。 
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５．事業の説明 

(１)財源構造 

当法人の経常収益をセグメント別に区分すると以下のとおりとなる。 

（公害健康被害補償予防業務勘定） （単位：百万円、％）

公害健康被害補償業務 公害健康被害予防業務

金額 比率 金額 比率 金額 比率

運営費交付金収益 339 0.7% ― ― 339 0.7%

賦課金収益 37,025 79.5% ― ― 37,025 77.6%

補助金等収益 9,193 19.7% 199 17.4% 9,393 19.7%

財務収益 15 0.0% 945 82.6% 959 2.0%

その他 23 0.0% 1 0.1% 24 0.1%

計 46,595 100% 1,145 100% 47,740 100%

（石綿健康被害救済業務勘定） （単位：百万円、％）

金額 比率

石綿健康被害救済基金預り金取崩益 2,944 79.9%

補助金等収益 702 19.0%

その他 38 1.0%

計 3,684 100%

（基金勘定） （単位：百万円、％）

地球環境基金業務 維持管理積立金業務 基金勘定計

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

運営費交付金収益 543 70.6% 50 2.8% 20 12.1% 613 22.3%

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物処理基金預り金取崩益 ― ― 1,758 97.2% ― ― 1,758 64.0%

維持管理積立金運用収益 ― ― ― ― 143 85.3% 143 5.2%

財務収益 220 28.6% ― ― ― ― 220 8.0%

その他 6 0.8% 0 0.0% 4 2.6% 11 0.4%

計 770 100% 1,808 100% 167 100% 2,745 100%

（承継勘定） （単位：百万円、％）

承継勘定

金額 比率

運営費交付金収益 443 3.1%

事業資産譲渡高 10,229 70.6%

財務収益 2,077 14.3%

その他 1,739 12.0%

計 14,488 100%

公害健康被害補償
予防業務勘定計

石綿健康被害
救済業務勘定

区　　分

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ廃棄物
処理基金業務

区　　分

区　　分

区　　分

 なお、承継勘定においては、独立行政法人環境再生保全機構法附則第 8 条に基づき、承継業務に

必要な費用に充てるため、環境大臣の認可を受けて長期借入金をし（平成 23 年度： 期末残高：27,992

百万円）、環境再生保全機構債券を発行している（平成 23 年度：5,000 百万円、期末残高：25,000

百万円） 

 

（２）財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明 

４の②及び③で示したセグメントと事業が一致しているため、本項は省略する。 



この印刷物は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）
に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。




